


Ⅲ　計画全体

割合 分子 分母 割合 分子 分母 割合 分子 分母 割合 分子 分母 割合 分子 分母 割合 分子 分母 割合 分子 分母

33.55% 54,948 163,800 35.91% 36.36% 36.81% 37.26% 37.71% 37.71%

47.40% 9 19 57.89% 11 19 63.16% 12 19 68.42% 13 19 73.68% 14 19 84.21% 16 19 84.21% 16 19

57.89% 11 19 100% 19 19 100% 19 19 100% 19 19 100% 19 19 100% 19 19 100% 19 19

5.26% 1 19 5.26% 1 19 10.53% 2 19 15.79% 3 19 26.32% 5 19 31.58% 6 19 31.58% 6 19

0.00% 0 19 5.26% 1 19 10.53% 2 19 15.79% 3 19 26.32% 5 19 31.58% 6 19 31.58% 6 19

5.26% 1 19 5.26% 1 19 5.26% 1 19 10.53% 2 19 15.79% 3 19 26.32% 5 19 26.32% 5 19

89.47% 17 19 100% 19 19 100% 19 19 100% 19 19 100% 19 19 100% 19 19 100% 19 19

57.89% 11 19 63.16% 12 19 68.42% 13 19 73.68% 14 19 78.95% 15 19 100% 19 19 100% 19 19

63.16% 12 19 68.42% 13 19 68.42% 13 19 68.42% 13 19 68.42% 13 19 68.42% 13 19 68.42% 13 19

1.06% 1,874 176,127 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

5.98% 10,531 176,127 5.90% 5.90% 5.90% 5.90% 5.90% 5.90%

3.55% 6,247 176,127 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50% 3.50%

2.56% 4,517 176,127 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50% 2.50%

6.13% 10,791 176,127 6.10% 6.10% 6.10% 6.10% 6.10% 6.10%

0.58% 1,015 176,127 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50%

8.22% 14,474 176,127 8.20% 8.20% 8.20% 8.20% 8.20% 8.20%

7.91% 13,931 176,127 7.90% 7.90% 7.90% 7.90% 7.90% 7.90%

0.02% 35 176,127 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02% 0.02%

1.62% 2,845 176,127 1.60% 1.60% 1.60% 1.60% 1.60% 1.60%

男性：80.5
女性：84.9
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ッ

ト
30.43% 21 69 67.16% 45 67 76.12% 51 67 85.07% 57 67 91.04% 61 67 95.52% 64 67 95.52% 64 67

1.88% 3,030,329,750 160,862,882,420 1.57% 1.42% 1.26% 1.11% 0.95% 0.95%

2.16% 911,925,450 42,255,111,010 2.08% 2.04% 2.00% 1.96% 1.92% 1.92%

4.28% 6,881,642,020 160,862,882,420 3.84% 3.62% 3.40% 3.18% 2.96% 2.96%

3.70% 1,562,224,210 42,255,111,010 3.22% 2.98% 2.74% 2.50% 2.26% 2.26%

4.06% 6,532,512,750 160,862,882,420 3.78% 3.64% 3.50% 3.36% 3.22% 3.22%

3.63% 1,535,801,900 42,255,111,010 3.39% 3.27% 3.15% 3.03% 2.91% 2.91%

11.55% 18,573,573,520 160,862,882,420 11.47% 11.43% 11.39% 11.35% 11.31% 11.31%

12.10% 5,112,767,280 42,255,111,010 10.56% 9.79% 9.02% 8.25% 7.48% 7.48%

※１　実績年度が異なる場合には、欄外等に注釈を記載。　※２目標値を記載する際には、分母・分子は記載不要。 ※１「一体的実施の推進実施市町村数の増加」のアウトプット計画策定時実績は令和５年度

1 委託

2 補助

3 委託

4 委託

5 複合

6 委託

7 委託

8 委託

9 委託フレイル予防への取組 ✔ 19

19 19

健康状態不明者への取組 ✔ 13 13 13 13 13 13

生活習慣病重症化予防等の取組
（糖尿病性腎症重症化予防除く） ✔ 12 13 14 15

5 5

糖尿病性腎症重症化予防の取組 ✔ 19

重複・頻回受診、重複投薬者等へ
の取組 ✔ 1 1 2 3

6

口腔機能低下防止の取組 1 2 3 5 6 6

16 16

一体的実施

低栄養防止の取組 1 2 3 5 6

歯科健康診査 歯科健康診査事業 11 12 13 14

健康診査 健康診査事業 ✔ 19

実施年度（市町村数）
2024
（R6 )

2025
（R7 )

2026
（R8 )

2027
（R9 )

2028
（R10 )

2029
（R11 )

4）筋骨格疾患に係
る医療費の減少

筋骨格疾患の総医療費に占める
割合

80-84歳の筋骨格疾患の
同年代の総医療費に占める割合

個別事業及び計画期間における進捗管理

事業
番号

事業分類 事業名
直営
委託
混合

重点・優先

虚血性心疾患の総医療費に占め
る割合

80-84歳の虚血性心疾患の
同年代の総医療費に占める割合

2）脳血管疾患に係
る医療費の減少

脳血管疾患の総医療費に占める
割合

80-84歳の脳血管疾患の
同年代の総医療費に占める割合

3）透析導入疾患に
係る医療費の減少

透析導入疾患の総医療費に占め
る割合

80-84歳の透析導入疾患の
同年代の総医療費に占める割合

重症化予防
（基礎疾患保有＋フレイ
重症化予防
（腎機能不良未受診者）

健康状態不明者

平均自立期間(歳)
（要介護２以上）

石
川
広
域
独
自
の
目
標

一体的実施の推進
実施日常生活圏域数の増加

実施日常生活圏域数

中
長
期
目
標

1）虚血性心疾患に
係る医療費の減少

ア
ウ
ト
カ
ム

健康状態不明者

B.被保険者が自身の健
康状態に応じて、適時
適切に医療等にアクセ
スし、生活習慣病の重
症化予防ができること

C.被保険者が、フレイ
ルリスクを認識しその
予防をすること

D.被保険者が適切な適
切な服薬・受診行動を
とり、薬剤の大量・重
複摂取等による健康被
害を防ぐことができる
こと

ア
ウ
ト
カ
ム

低栄養

口腔

服薬（多剤）

服薬（睡眠薬）

身体的フレイル
（ロコモ含む）
重症化予防
（コントロール不良者）
重症化予防
（糖尿病等治療中断者）

低栄養(やせリスク)や口腔機能低下
の傾向が特にみられる市町におけ
る、低栄養・口腔機能改善のため
の取組の推進

3,4,9
重症化予防
（糖尿病性腎症）
重症化予防
（その他身体的フレイルを含む）

D

被保険者が適切な適切な服
薬・受診行動をとり、薬剤の
大量・重複摂取等による健康
被害を防ぐことができること

✓
適切な服薬・受診行動による、
被保険者のポリファーマシー対
策の推進

5

一体的実施の推進
取組別実施市町村数の
増加

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

低栄養

C
被保険者が、フレイルリスク
を認識しその予防をすること

✓ 運動対策・認知機能対策の推進 9
口腔

服薬（重複・多剤）

A.被保険者が自身の健
康の維持・増進のため
に、健康状態を客観的
指標等により経年的に
把握できるようになる
こと

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

健診受診率

歯科健診実施市町村数・割合

B

被保険者が自身の健康状態に
応じて、適時適切に医療等に
アクセスし、生活習慣病の重
症化予防ができること

✓
糖尿病背腎症及び生活習慣病重
症化予防の取組の推進

5,6,7,
8,9

質問票を活用したハイリスク者把握に基づ
く保健事業を実施している市町村数・割合

A

被保険者が自身の健康の維
持・増進のために、健康状態
を客観的指標等により経年的
に把握できるようになること

✓
健診受診率の向上
健診受診率の市町村格差の改善
健康状態不明者対策

1,2,8 国
指
定
の
目
標

評価項目
（共通評価指標）

計画策定時実績※１ 目標値※２

2022
（R4)

2024
（R6 )

2025
（R7 )

2026
（R8 )

2027
（R9 )

2028
（R10 )

2029
（R11 )

課題解決に係る取組の方向性
対応する
保健事業

番号
目標

計画全体の目的
（この計画によって目指す姿） 被保険者ができる限り長く、住み慣れた地域で自立した日常生活を送ることができる。（健康寿命の延伸と、その結果としての医療費適正化）

広域連合がアプローチする課
題

優先
する
課題

目的・目標  抽出した課題に対して、この計画によって目指す姿（目的）と目標・評価項目

必要に応じて

課題を列挙

課題の解決

に資する事業設計

Ⅲ計画全体


